
○瀬戸内市景観条例等施行規則 

平成20年12月26日規則第44号 

改正 平成28年3月18日規則第17号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び瀬戸内市景観条例(平成20

年瀬戸内市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(行為の届出等) 

第2条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、景観形成重点区域及び眺望景観

形成重点区域内における行為に係るものについては重点区域内行為(変更)届出書(様式第1号)に、それ以

外の区域における行為に係るものについては大規模行為(変更)届出書(様式第2号)に、別表に掲げる図書

を添付して、正副各1部提出するものとする。 

2 法第16条第5項の規定による通知をしようとする者は、景観計画区域内行為通知書(様式第3号)に、別表

に掲げる図書を添付して、正副各1部提出するものとする。 

3 前項の規定にかかわらず、市長は、別表に掲げる図書のうち、添付が必要ないと認めるものについて

は、これを省略させることができる。 

4 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景

観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為届出の受

理通知書(様式第4号)により通知するものとする。 

(勧告及び命令) 

第3条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。 

2 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。 

(行為の着手制限) 

第4条 法第17条第4項の規定による行為の着手の制限の期間を延長するときの通知は、行為着手制限期間

延長通知書(様式第7号)によるものとする。 

(身分証明書) 

第5条 法第17条第8項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。 

(事前協議の申出) 

第6条 条例第13条第1項に規定する事前協議をしようとする者は、景観計画区域内行為事前協議申出書

(様式第9号)により、市長に申し出るものとする。 

2 市長は、前項の事前協議の申出があった場合において、その申出に係る行為について協議をしたとき

は、景観計画区域内事前協議回答書(様式第10号)により回答するものとする。 

(景観重要建造物の指定の通知等) 

第7条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第11号)によるものとする。 

2 法第21条第2項の標識には、次の事項を記載するものとする。 



(1) 指定番号及び指定の年月日 

(2) 景観重要建造物の名称 

(3) 指定の理由となった外観の特徴 

3 前項の標識は、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建

造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。 

(景観重要建造物の現状の変更) 

第8条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第12号)を

市長に提出するものとする。 

2 市長は、法第22条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第13号)により、前

項の規定による申請をした者に通知するものとする。 

3 市長は、法第22条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要建造物現状変更許可をしない旨の

通知書(様式第14号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。 

(景観重要建造物の指定の解除の通知) 

第9条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解

除通知書(様式第15号)によるものとする。 

(景観重要樹木の指定の通知等) 

第10条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第16号)によるものとする。 

2 法第30条第2項の標識には、次の事項を記載するものとする。 

(1) 指定番号及び指定の年月日 

(2) 景観重要樹木の樹種 

(3) 指定の理由となった樹容の特徴 

3 法第30条第2項の標識は、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観

重要樹木の付近の見やすい場所に設置するものとする。 

(景観重要樹木の現状の変更) 

第11条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第17号)を

市長に提出するものとする。 

2 市長は、法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第18号)により、前項

の規定による申請をした者に通知するものとする。 

3 市長は、法第31条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要樹木現状変更許可をしない旨の通

知書(様式第19号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。 

(景観重要樹木の指定の解除の通知) 

第12条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除

通知書(様式第20号)によるものとする。 

 



(景観形成市民団体の認定の申請) 

第13条 条例第21条第2項の規定による申請は、景観形成市民団体認定申請書(様式第21号)に次の図書を

添付して行うものとする。 

(1) 規約 

(2) 活動区域を示す図面 

(3) 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類 

(4) その他市長が必要と認める図書 

2 前項第1号の規約には、少なくとも次の事項を記載するものとする。 

(1) 名称 

(2) 設立目的 

(3) 活動区域 

(4) 活動内容 

(5) 構成員の範囲 

(6) 役員に関する規定 

(7) 会議に関する規定 

(8) 経費及び会計に関する規定 

(9) 規約の変更に関する規定 

(景観形成市民団体の認定の通知) 

第14条 条例第21条第3項の規定による通知は、景観形成市民団体認定通知書(様式第22号)によるものと

する。 

(景観形成市民団体の認定の取消し) 

第15条 条例第21条第6項の規定により準用する同条第3項の規定による通知は、景観形成市民団体認定取

消通知書(様式第23号)によるものとする。 

(その他) 

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年3月18日規則第17号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表(第2条関係) 

行為の種類 図書 

法第16条第1項

第1号又は第2

号に掲げる行

為(眺望景観形

成重点区域を

除く。) 

1 位置及び周辺の状況を表示する図面で縮尺1／2,500以上のもの 

2 敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 

3 当該敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺1／100以上のもの 

4 彩色が施された2面以上の立面図で縮尺1／50以上のもの 

5 建築物等の平面図で縮尺1／100以上のもの 

6 その他参考となるべき事項を記載した図書 

法第16条第1項

第1号又は第2

号に掲げる行

為(眺望景観形

成重点区域) 

1 位置及び周辺の状況を表示する図面で縮尺1／2,500以上のもの 

2 敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 

3 当該敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺1／100以上のもの 

4 彩色が施された2面以上の立面図で縮尺1／50以上のもの 

5 建築物等の平面図で縮尺1／100以上のもの 

6 景観計画に示す主要眺望地点から見た完成予想図(背景及び周辺を含めたもの) 

7 その他参考となるべき事項を記載した図書 

条例第10条第1

号に掲げる行

為 

1 位置及び周辺の状況を表示する図面で縮尺1／2,500以上のもの 

2 敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 

3 当該敷地内における堆
たい

積物等の位置を表示する図面で縮尺1／100以上のもの 

4 その他参考となるべき事項を記載した図書 

条例第10条第2

号、第4号又は

第5号に掲げる

行為 

1 位置及び周辺の状況を表示する図面で縮尺1／2,500以上のもの 

2 敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 

3 現況図で縮尺1／1,000以上のもの 

4 計画図で縮尺1／100以上のもの 

5 行為の前後における土地の縦横断図で縮尺1／100以上のもの 

6 その他参考となるべき事項を記載した図書 

条例第10条第3

号に掲げる行

為 

1 位置及び周辺の状況を表示する図面で縮尺1／2,500以上のもの 

2 敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 

3 伐採計画図で縮尺1／1,000以上のもの 

4 伐採後の土地利用計画図で縮尺1／1,000以上のもの 

5 その他参考となるべき事項を記載した図書 



様式第 1号(第 2条関係) 

                  

重点区域内行為（変更）届出書 
 

   年   月   日 

 

瀬戸内市長           様 

 

    主たる事務 

    所の所在地 

 

ﾌ   ﾘ   ｶ ﾞ  ﾅ  

印 

 

氏  名 （ 名 称 ） 
 

法 人 に あ っ て は 、 

代 表 者 の 氏 名 

 

電   話   番   号 (        )      － 

 

景観法第 16 条第 1項(第 2項)の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

重点区域の名称 重点区域 

行 為 の 場 所 瀬戸内市 

行 為 の 期 間 着手予定日     年    月    日 完了予定日     年    月    日 

行 為 の 種 類 

建 築 物 

用途（                                                    ） 

新築・改築・増築・移転・外観を変更することとなる修繕（模様替え・

色彩の変更） 

工 作 物 

種類及び用途（                                           ） 

新築・改築・増築・移転・外観を変更することとなる修繕（模様替え・

色彩の変更） 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆
たい

積 土石の採取又は鉱物の掘採 

木竹の伐採 土 地 の 形 質 の 変 更 水面の埋立て又は干拓 

届 出 内 容 に 

係 る 照 会 先 

住 所（所在地）    

電話番号（   ）   － 

 氏 名（名称及び担当者の氏名）  

その他の参考事項   

 建 築 物 

 届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

延べ床面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最高の高さ ｍ ｍ              

仕上げ

材 料 

屋根    

外壁    

色 彩 
屋根    

外壁    

構   造                         造り                        階建て 

 

行 

為 

の 

設 

計 

又 

は 

施 

行 

方 

法 

工  作  物 

種  類 高さ及び築造面積 構  造 模様替え 色  彩 

 
ｍ 

㎡ 

   

 
ｍ 

㎡ 
   

屋外における土

石、廃棄物、再生

資源その他の物件

の堆
たい

積 

種     類 高 さ 及 び 面 積 

 
ｍ 

㎡ 

土石の採取又は 

鉱 物 の 掘 採 

種   類 面        積 法
のり

面又は擁壁の高さ及び長さ 

  

 

㎡ 

 

 

ｍ 

                         ｍ 

木 竹 の 伐 採 

目   的 樹   種 高さ及び伐採面積 本   数 

  ｍ 

㎡ 

 

本 

土地の形質の変更 

目     的   面     積 法
のり

面又は擁壁の高さ及び長さ 

 
         

 

㎡ 

ｍ 

ｍ 

水面の埋立て又は

干 拓 

目     的 面     積 法
のり

面又は擁壁の高さ及び長さ 

 
㎡ 

                         ｍ 

                         ｍ 

景 観 形 成 の た め 

特 に 配 慮 し た 事 項 

 

※ 受         付 ※ 勧告又は命令の年月日 
※ 他法令による地域、地区等 

の指定状況  

番 号 第            号 
  年  月  日 

 

年月日     年    月    日 

 

備考 

１ 行為の種類欄は、該当する事項を○で囲むこと。 

２ 届出内容に係る照会先欄は、設計者、施行者等届出者以外の者へ照会を希望する場合にのみ記入すること。 

３ その他の参考事項欄には、他の法令の規定により当該行為が行政庁の許認可等を必要とするときはその旨及

び参考事項を記入すること。 

４ 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合は、当該行為に係る部分の面積を建

築物にあっては延べ床面積欄に、工作物にあっては築造面積欄にそれぞれ記入すること。 

５ 仕上げ材料欄には、表面仕上げの材料名をできるだけ詳しく記入すること。 

６ 色彩欄には、色調をできるだけ詳しく記入すること。 

７ 工作物欄の高さとは、当該工作物の高さをいう。ただし、建築物と一体となって設置される工作物について

は、地盤面から当該工作物の上端までの高さとする。 

８ ※印欄には記入しないこと。 

９ この届出書には、行為の種類に応じて、必要な図書を添付すること。 

 
届出者 住所 



様式第 2号(第 2条関係) 

                       

大規模行為（変更）届出書 
 

   年   月   日 

 

瀬戸内市長            様 

 

    主たる事務 

    所の所在地 

 

ﾌ   ﾘ   ｶ ﾞ  ﾅ  

印 

 

氏  名 （ 名 称 ） 
 

法 人 に あ っ て は 、 

代 表 者 の 氏 名 

 

電   話   番   号 (        )      － 

 

景観法第 16 条第 1項(第 2項)の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

行 為 の 場 所 瀬戸内市 

行 為 の 期 間 着手予定日   年    月    日 完了予定日     年    月    日 

行 為 の 種 類 

建築物 

用途（                                                    ） 

新築・改築・増築・移転・外観を変更することとなる修繕（模様替え・

色彩の変更） 

工作物 

種類及び用途（                                           ） 

新築・改築・増築・移転・外観を変更することとなる修繕（模様替え・

色彩の変更） 

屋外における土石、廃棄物、 

再生資源その他の物件の堆
たい

積 
土石の採取又は鉱物の掘採 

届 出 内 容 に 

係 る 照 会 先 

住 所（所在地） 
 

 
電話番号（   ）   － 

氏 名（名称及び担当者の氏名）  

その他の参考事項 

 

 建 築 物 

 届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

延べ床面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最高の高さ ｍ ｍ              

 

行 

為 

の 

設 

計 

又 

は 

施 

行 

方 

法 

建 築 物 

仕上げ 

材  料 

屋 根 
 

外 壁 
 

色 彩 

屋 根 
 

外 壁 
 

構     造                       造り                        階建て 

工 作 物 

種    類 高さ及び築造面積 構  造 模様替え 色 彩 

 ｍ 

㎡ 

   

 ｍ 

㎡ 

   

屋外における 

土石、廃棄物、 

再生資源その 

他の物件の堆
たい

積 

種        類 高 さ 及 び 面 積 

 ｍ 

㎡ 

土石の採取又は 

鉱 物の掘 採 

種    類 面   積 法
のり

面又は擁壁の高さ及び長さ 

 
㎡ 

ｍ 

ｍ 

景観形成のため 

特に配慮した事項 

 

※ 受         付 ※ 勧告又は命令の年月日 
※ 他法令による地域、地区等の 

指定状況 

番 号 第           号 
      年  月  日 

 

年月日     年    月    日 

 

備考 

１ 行為の種類欄は、該当する事項を○で囲むこと。 

２ 届出内容に係る照会先欄は、設計者、施行者等届出者以外の者へ照会を希望する場合にのみ記入すること。 

３ その他の参考事項欄には、他の法令の規定により当該行為が行政庁の許認可等を必要とするときはその旨及

び参考事項を記入すること。 

４ 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合は、当該行為に係る部分の面積を建

築物にあっては延べ床面積欄に、工作物にあっては築造面積欄にそれぞれ記入すること。 

５ 仕上げ材料欄には、表面仕上げの材料名をできるだけ詳しく記入すること。 

６ 色彩欄には、色調をできるだけ詳しく記入すること。 

７ 工作物欄の高さとは、当該工作物の高さをいう。ただし、建築物と一体となって設置される工作物について

は、地盤面から当該工作物の上端までの高さとする。 

８ 工作物のうち広告物については、表示面積の合計を築造面積欄に記入すること。 

９ ※印欄には記入しないこと。 

10 この届出書には、行為の種類に応じて、必要な図書を添付すること。 

 
届出者 住所 



様式第 3号(第 2条関係) 

                  

景観計画区域内行為通知書 
 

   年   月   日 

 

瀬戸内市長           様 

 

所 在 地 
 

事 業 主 体 

 

印 

 

電 話 番 号 (        )      － 

 

景観法第 16 条第 5項の規定により、次のとおり通知します。 

 

区 域 の 名 称 
□重点区域（名称：                   ） 

□その他の景観計画区域 

行 為 の 場 所 瀬戸内市 

行 為 の 期 間 着手予定日     年    月    日 完了予定日     年    月    日 

行 為 の 種 類 

建 築 物 

用途（                                                    ） 

新築・改築・増築・移転・外観を変更することとなる修繕（模様替え・

色彩の変更） 

工 作 物 

種類及び用途（                                           ） 

新築・改築・増築・移転・外観を変更することとなる修繕（模様替え・

色彩の変更） 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆
たい

積 土石の採取又は鉱物の掘採 

木竹の伐採 土 地 の 形 質 の 変 更 水面の埋立て又は干拓 

通 知 内 容 に 

係 る 照 会 先 

住 所（所在地）    

電話番号（   ）   － 

 氏 名（名称及び担当者の氏名）  

その他の参考事項   

 建 築 物 

 通 知 部 分 既 存 部 分 合   計 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

延べ床面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最高の高さ ｍ ｍ              

仕上げ

材 料 

屋根    

外壁    

色 彩 
屋根    

外壁    

構   造                         造り                        階建て 

 

行 

為 

の 

設 

計 

又 

は 

施 

行 

方 

法 

工  作  物 

種  類 高さ及び築造面積 構  造 模様替え 色  彩 

 
ｍ 

㎡ 

   

 
ｍ 

㎡ 
   

屋外における土

石、廃棄物、再生

資源その他の物件

の堆
たい

積 

種     類 高 さ 及 び 面 積 

 
ｍ 

㎡ 

土石の採取又は 

鉱 物 の 掘 採 

種   類 面        積 法
のり

面又は擁壁の高さ及び長さ 

  

 

㎡ 

 

 

ｍ 

                         ｍ 

木 竹 の 伐 採 

目   的 樹   種 高さ及び伐採面積 本   数 

  ｍ 

㎡ 

 

本 

土地の形質の変更 

目     的   面     積 法
のり

面又は擁壁の高さ及び長さ 

 
         

 

㎡ 

ｍ 

ｍ 

水面の埋立て又は

干 拓 

目     的 面     積 法
のり

面又は擁壁の高さ及び長さ 

 
㎡ 

                         ｍ 

                         ｍ 

景 観 形 成 の た め 

特 に 配 慮 し た 事 項 

 

 

備考 

１ 行為の種類欄は、該当する事項を○で囲むこと。 

２ 通知内容に係る照会先欄は、設計者、施行者等通知者以外の者へ照会を希望する場合にのみ記入すること。 

３ その他の参考事項欄には、他の法令の規定により当該行為が行政庁の許認可等を必要とするときはその旨及

び参考事項を記入すること。 

４ 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合は、当該行為に係る部分の面積を建

築物にあっては延べ床面積欄に、工作物にあっては築造面積欄にそれぞれ記入すること。 

５ 仕上げ材料欄には、表面仕上げの材料名をできるだけ詳しく記入すること。 

６ 色彩欄には、色調をできるだけ詳しく記入すること。 

７ 工作物欄の高さとは、当該工作物の高さをいう。ただし、建築物と一体となって設置される工作物について

は、地盤面から当該工作物の上端までの高さとする。 

８ この通知書には、行為の種類に応じて、必要な図書を添付すること。

 
通知者 



様式第 4号(第 2条関係) 

 

 

景観計画区域内行為届出の受理通知書 

 

 

 

第       号 

年   月   日 

 

 

住所 

氏名              様 

 

 

 

瀬戸内市長        印 

 

 

 

 景観法第 16 条第 1 項又は第 2 項の規定により、   年   月   日付けで届出のあった行為に

ついて、次のとおり受理しましたので通知します。 

 

 

届出番号 
 

行為の場所 瀬戸内市 

行為の種類 
 

意見欄 

 

 

 計画を変更するときは、変更部分の工事に着手する前（確認申請前）に、重点区域内行為変更届出書又

は大規模行為変更届出書を提出してください。 



様式第 5号(第 3条関係) 

 

 

勧    告    書 

 

 

 

第       号 

年   月   日 

 

 

住所 

氏名              様 

 

 

 

瀬戸内市長        印 

 

 

 

 景観法第 16 条第 3項の規定により、   年   月   日までに次の措置をとるよう勧告します。 

 

 

行為の場所 瀬戸内市 

行為の種類 
 

行為届出日 
 

勧告事項 

 

備  考 

 

 



様式第 6号(第 3条関係) 

 

 

命    令    書 

 

 

 

第       号 

年   月   日 

 

 

住所 

氏名              様 

 

 

 

瀬戸内市長        印 

 

 

 

 景観法第 17 条        の規定により、   年   月   日までに次の措置をとるよう

命じます。 

 

 

行為の場所 瀬戸内市 

行為の種類 
 

行為届出日 
 

命令事項 

 

備  考 

 

 

第 1 項 

第 5 項 



様式第 7号(第 4条関係) 

 

 

行為着手制限期間延長通知書 

 

 

 

第       号 

年   月   日 

 

 

住所 

氏名              様 

 

 

 

瀬戸内市長        印 

 

 

 

 景観法第 17 条第 4 項の規定により、   年   月   日まで行為着手の制限期間を次のとおり

延長することを通知します。 

 

 

延長の期間  

行為の場所 瀬戸内市 

行為の種類 
 

行為届出日 
 

延長の理由 

 

備  考 

 

 



様式第 8号(第 5条関係) 

(表面) 

 

第       号 

 

 

所属 

職・氏名 

身分証明書 

 

 

この証明書を携帯する者は、景観法(平成 16 年法律第 110 号)第 17 条第 8項に規定する立入調査を

行う職員である。 

 

 

年  月  日交付 

 

瀬戸内市長       □印  

 

 

 

(裏面) 

景観法(抜粋) 

(変更命令等) 

第 17 条 (略) 

2～6 (略) 

7 景観行政団体の長は、(略)景観行政団体の職員に、当該建築物の敷地若しくは当該工作物の存す

る土地に立ち入り、特定届出対象行為の実施状況を検査させ、若しくは特定届出対象行為が景観に

及ぼす影響を調査させることができる。 

8 第 6 項の規定により原状回復等を行おうとする者及び前項の規定により立入検査又は立入調査を

する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示し

なければならない。 

9 第 7 項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。 

第 102 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。 

(1)・(2) (略) 

(3) 第 17 条第 7 項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第 71 条第 1 項の規定による立入

検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

(4)～(8) (略) 



様式第 9号(第 6条関係) 

                  

景観計画区域内行為事前協議申出書 
 

   年   月   日 

 

瀬戸内市長           様 

 

所 在 地 
 

氏名又は名称 

 

印 

 

電 話 番 号 (        )      － 

 

瀬戸内市景観条例第 13 条第 1項の規定により、次のとおり事前協議を申し出ます。 

 

区 域 の 名 称 
□重点区域（名称：                   ） 

□その他の景観計画区域 

行 為 の 場 所 瀬戸内市 

行 為 の 期 間 着手予定日     年    月    日 完了予定日     年    月    日 

行 為 の 種 類 

建 築 物 

用途（                                                    ） 

新築・改築・増築・移転・外観を変更することとなる修繕（模様替え・

色彩の変更） 

工 作 物 

種類及び用途（                                           ） 

新築・改築・増築・移転・外観を変更することとなる修繕（模様替え・

色彩の変更） 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆
たい

積 土石の採取又は鉱物の掘採 

木竹の伐採 土 地 の 形 質 の 変 更 水面の埋立て又は干拓 

届 出 内 容 に 

係 る 照 会 先 

住 所（所在地）    

電話番号（   ）   － 

 氏 名（名称及び担当者の氏名）  

その他の参考事項   

 建 築 物 

 届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

延べ床面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最高の高さ ｍ ｍ              

仕上げ

材 料 

屋根    

外壁    

色 彩 
屋根    

外壁    

構   造                         造り                        階建て 

 

行 

為 

の 

設 

計 

又 

は 

施 

行 

方 

法 

工  作  物 

種  類 高さ及び築造面積 構  造 模様替え 色  彩 

 
ｍ 

㎡ 

   

 
ｍ 

㎡ 
   

屋外における土

石、廃棄物、再生

資源その他の物件

の堆
たい

積 

種     類 高 さ 及 び 面 積 

 
ｍ 

㎡ 

土石の採取又は 

鉱 物 の 掘 採 

種   類 面        積 法
のり

面又は擁壁の高さ及び長さ 

  

 

㎡ 

 

 

ｍ 

                         ｍ 

木 竹 の 伐 採 

目   的 樹   種 高さ及び伐採面積 本   数 

  ｍ 

㎡ 

 

本 

土地の形質の変更 

目     的   面     積 法
のり

面又は擁壁の高さ及び長さ 

 
         

 

㎡ 

ｍ 

ｍ 

水面の埋立て又は

干 拓 

目     的 面     積 法
のり

面又は擁壁の高さ及び長さ 

 
㎡ 

                         ｍ 

                         ｍ 

景 観 形 成 の た め 

特 に 配 慮 し た 事 項 

 

 

備考 

１ 行為の種類欄は、該当する事項を○で囲むこと。 

２ 届出内容に係る照会先欄は、設計者、施行者等届出者以外の者へ照会を希望する場合にのみ記入すること。 

３ その他の参考事項欄には、他の法令の規定により当該行為が行政庁の許認可等を必要とするときはその旨及

び参考事項を記入すること。 

４ 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合は、当該行為に係る部分の面積を建

築物にあっては延べ床面積欄に、工作物にあっては築造面積欄にそれぞれ記入すること。 

５ 仕上げ材料欄には、表面仕上げの材料名をできるだけ詳しく記入すること。 

６ 色彩欄には、色調をできるだけ詳しく記入すること。 

７ 工作物欄の高さとは、当該工作物の高さをいう。ただし、建築物と一体となって設置される工作物について

は、地盤面から当該工作物の上端までの高さとする。 

８ この申出書には、行為の種類に応じて、必要な図書を添付すること。 

 
届出者 



様式第 10 号(第 6条関係) 

 

 

景観計画区域内事前協議回答書 

 

 

 

第       号 

年   月   日 

 

 

住所 

氏名              様 

 

 

 

瀬戸内市長        印     

 

 

 

 瀬戸内市景観条例第 13 条第 1 項の規定により、   年   月   日付けで事前協議の申し出の

あった行為については、次のとおり回答します。 

 

 今後この協議内容に沿って、当該行為の着手 30 日前かつ建築確認申請が必要な場合にあっては、建築

確認申請より前に、景観法第 16 条第 1 項又は第 2 項の規定により、重点区域内行為（変更）届出書又は

大規模行為（変更）届出書を提出してください。 

 

 

行為の場所 瀬戸内市 

行為の種類 
 

 

 協議結果 

項   目 技術的助言 備   考 

 

  



様式第 11 号(第 7条関係) 

 

 

景観重要建造物指定通知書 

第       号 

年   月   日 

 

 

           様 

 

瀬戸内市長         印 

  

 

次の建造物を景観重要建造物として指定しましたので、景観法第 21条第 1項の規定により通知します。 

 

指 定 番 号  

指 定 年 月 日  

建 造 物 の 名 称  

建 造 物 の 所 在 地  

建 造 物 の 所 有 者 
住所 

氏名 

指定の理由となった外観の

特徴 
 

土地その他の物件の範囲  

備 考  

 



様式第 12 号(第 8条関係) 

 

 

景観重要建造物現状変更許可申請書 

 

 

年   月   日 

 

 

瀬戸内市長         様 

  

申請者 住所 

氏名           ㊞ 

電話番号 

  

 

景観法第 22 条第 1 項の規定により景観重要建造物の現状変更の許可を受けたいので、次のとおり申請

します。 

 

指 定 番 号  

指 定 年 月 日  

建 造 物 の 名 称  

行為の種類、場所、設計又

は施行方法 
別紙のとおり 

着手予定日及び完了予定日 年  月  日から    年  月  日まで 

添付書類 

□ 設計仕様書及び設計図 

□ 敷地位置図 

□ 現況写真 

□ 所有者の意見書 

処理欄 ※ 

備 考  

※ のある欄は記入しないでください。 

 

別紙 

行 為 の 種 類 
【建築物】□新築 □増築 □改築 □修繕 □模様替 □色彩の変更 

【工作物】□新設 □増築 □改築 □修繕 □模様替 □色彩の変更 

変 更 場 所  

現 状  

変 更 の 内 容  

素 材 ・ 仕 上 げ 等  

 



様式第 13 号(第 8条関係) 

 

 

景観重要建造物現状変更許可書 

第       号 

年   月   日 

 

 

           様 

 

瀬戸内市長         印 

  

 

   年  月  日付けで申請のあった景観重要建造物の現状変更について、景観法第 22 条第 1 項の

規定により許可したので通知します。 

 

 

指 定 番 号  

指 定 年 月 日  

建 造 物 の 名 称  

許可に係る現状変更の内容 別紙のとおり 

付 記  

 



様式第 14 号(第 8条関係) 

 

 

景観重要建造物現状変更許可をしない旨の通知書 

第       号 

年   月   日 

 

 

           様 

 

瀬戸内市長         印 

  

 

   年  月  日付けの景観重要建造物の現状変更の許可の申請につきましては、次の理由により許

可しないこととしたので、通知します。 

 

指 定 番 号  

指 定 年 月 日  

建 造 物 の 名 称  

許 可 し な い 理 由  

(教示) 

 この処分に不服があるときは、この処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内に、瀬

戸内市長に対して審査請求をすることができます。 

 また、処分の取消しの訴えは、この処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 6か月以内に、瀬

戸内市を被告として(瀬戸内市を代表する者は瀬戸内市長となります。)、提起することができます。ただ

し、処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する決定書の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とになります。 

 



様式第 15 号(第 9条関係) 

 

 

景観重要建造物指定解除通知書 

第       号 

年   月   日 

 

 

           様 

 

瀬戸内市長         印 

  

 

次のとおり景観重要建造物の指定を解除しましたので、通知します。 

 

 

指 定 番 号  

指 定 年 月 日  

建 造 物 の 名 称  

建 造 物 の 所 在 地  

建 造 物 の 所 有 者 
住所 

氏名 

指 定 の 解 除 の 日  

適 用 条 文 景観法第 27 条第  項 

指 定 の 解 除 の 理 由  

(教示) 

 この処分に不服があるときは、この処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内に、瀬

戸内市長に対して審査請求をすることができます。 

 また、処分の取消しの訴えは、この処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 6か月以内に、瀬

戸内市を被告として(瀬戸内市を代表する者は瀬戸内市長となります。)、提起することができます。ただ

し、処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する決定書の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とになります。 

 



様式第 16 号(第 10 条関係) 

 

 

景観重要樹木指定通知書 

第       号 

年   月   日 

 

 

           様 

 

瀬戸内市長         印 

  

 

次の建造物を景観重要樹木として指定しましたので、景観法第 30 条第 1項の規定により通知します。 

 

 

指 定 番 号  

指 定 年 月 日  

樹 木 の 樹 種  

樹 木 の 所 在 地  

樹 木 の 所 有 者 
住所 

氏名 

指定の理由となった樹容の

特徴 
 

備 考  

 



様式第 17 号(第 11 条関係) 

 

 

景観重要樹木現状変更許可申請書 

 

 

年   月   日 

 

 

瀬戸内市長         様 

  

申請者 住所 

氏名           ㊞ 

電話番号 

  

 

景観法第 31 条第 1 項の規定により景観重要樹木の現状変更の許可を受けたいので、次のとおり申請し

ます。 

 

 

指 定 番 号  

指 定 年 月 日  

樹 木 の 樹 種  

行為の種類、場所、設計又

は施行方法 
別紙のとおり 

着手予定日及び完了予定日 年  月  日から    年  月  日まで 

添付書類 

□ 設計仕様書及び設計図 

□ 敷地位置図 

□ 現況写真 

□ 所有者の意見書 

処理欄 ※ 

備 考  

※ のある欄は記入しないでください。 

 

別紙 

行 為 の 種 類  

変 更 場 所  

現 状  

変 更 の 内 容  

 



様式第 18 号(第 11 条関係) 

 

 

景観重要樹木現状変更許可書 

第       号 

年   月   日 

 

 

           様 

 

瀬戸内市長         印 

  

 

   年  月  日付けで申請のあった景観重要樹木の現状変更について、景観法第 31 条第 1 項の規

定により許可したので通知します。 

 

 

指 定 番 号  

指 定 年 月 日  

樹 木 の 樹 種  

許可に係る現状変更の内容 別紙のとおり 

付 記  

 



様式第 19 号(第 11 条関係) 

 

 

景観重要樹木現状変更許可をしない旨の通知書 

第       号 

年   月   日 

 

 

           様 

 

瀬戸内市長         印 

  

 

   年  月  日付けの景観重要樹木の現状変更の許可の申請につきましては、次の理由により許可

しないこととしたので、通知します。 

 

 

指 定 番 号  

指 定 年 月 日  

樹 木 の 樹 種  

許 可 し な い 理 由  

(教示) 

 この処分に不服があるときは、この処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内に、瀬

戸内市長に対して審査請求をすることができます。 

 また、処分の取消しの訴えは、この処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 6か月以内に、瀬

戸内市を被告として(瀬戸内市を代表する者は瀬戸内市長となります。)、提起することができます。ただ

し、処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する決定書の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とになります。 

 



様式第 20 号(第 12 条関係) 

 

 

景観重要樹木指定解除通知書 

第       号 

年   月   日 

 

 

           様 

 

瀬戸内市長         印 

  

 

次のとおり景観重要樹木の指定を解除しましたので、通知します。 

 

 

 

指 定 番 号  

指 定 年 月 日  

樹 木 の 樹 種  

樹 木 の 所 在 地  

樹 木 の 所 有 者 
住所 

氏名 

指 定 の 解 除 の 日  

適 用 条 文 景観法第 35 条第  項 

指 定 の 解 除 の 理 由  

(教示) 

 この処分に不服があるときは、この処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内に、瀬

戸内市長に対して審査請求をすることができます。 

 また、処分の取消しの訴えは、この処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 6か月以内に、瀬

戸内市を被告として(瀬戸内市を代表する者は瀬戸内市長となります。)、提起することができます。ただ

し、処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する決定書の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とになります。 

 



様式第 21 号(第 13 条関係) 

 

 

景観形成市民団体認定申請書 

 

 

年   月   日 

 

 

瀬戸内市長         様 

  

申請者 住所 

氏名           ㊞ 

電話番号 

  

 

景観形成市民団体の認定を受けたいので、瀬戸内市景観条例第 21 条第 2項の規定により申請します。 

 

景観形成協力団体の名称  

主 な 活 動 内 容  

事 務 所 の 所 在 地 

及 び 連 絡 先 

 

電話番号 

添 付 図 書 

⑴ 規約 

 

⑵ 活動区域を示す図面 

 

⑶ 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類 

 

⑷ その他 

 

 



様式第 22 号(第 14 条関係) 

 

 

景観形成市民団体認定通知書 

第       号 

年   月   日 

 

 

           様 

 

瀬戸内市長         印 

  

 

年  月  日付けで申請のありました景観形成市民団体の認定申請については、瀬戸内市景観条例

第 21 条第 3項の規定により、次のとおり認定しましたので通知します。 

 

景観形成市民団体の名称  

認 定 番 号  

認 定 年 月 日  

認 定 理 由  

 



様式第 23 号(第 15 条関係) 

 

 

景観形成市民団体認定取消通知書 

第       号 

年   月   日 

 

 

           様 

 

瀬戸内市長         印 

  

 

次の景観形成市民団体は、瀬戸内市景観条例第 21 条第 6 項の規定により、認定を取り消したので通知

します。 

 

景観形成協力団体の名称  

認 定 番 号  

認 定 年 月 日  

取 消 の 理 由  

 


